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別　　　　　表

1　休 　 日 　 等

この需給約款において，休日等とは，次の日をいいます。

日曜日

「国民の祝日に関する法律」に規定する休日

1月 2日

1月 3日

4月30日

5 月 1 日

5 月 2 日

12月30日

12月31日

2　再生可能エネルギー発電促進賦課金

⑴　再生可能エネルギー発電促進賦課金単価

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は，再生可能エネルギー特別措

置法第16条第 2項に定める納付金単価に相当する金額とし，電気事業者に

よる再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十二条第二項の

規定に基づき納付金単価を定める告示（以下「納付金単価を定める告示」

といいます。）により定めます。

なお，当社は，再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめ当

社の事務所に掲示いたします。

⑵　再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用

イ　⑴に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は，ロおよびハの

場合を除き，当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金

単価を定める告示がなされた年の 4月の検針日から翌年の 4月の検針日

の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。



─  84  ─

ロ　記録型計量器により計量する場合で，当社があらかじめお客さまに計

量日をお知らせしたときは，ハの場合を除き，再生可能エネルギー発電

促進賦課金単価の適用期間は，イに準ずるものといたします。この場合，

イにいう検針日は，計量日といたします。

ハ　検針日が毎月初日のお客さまについては，再生可能エネルギー発電促

進賦課金単価の適用期間は，イに準ずるものといたします。この場合，

イにいう 4月の検針日は，5月 1日といたします。

⑶　再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定

イ　再生可能エネルギー発電促進賦課金は，その 1月の使用電力量に⑴に

定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたしま

す。ただし，特別高圧予備電力の場合で，常時供給分と異なった電圧で

供給を受けるときには，使用電力量は，再生可能エネルギー発電促進賦

課金の算定上，常時供給分の電圧と同位の電圧にするために 3パーセン

トの損失率で修正したものといたします。

なお，再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は，1円とし，その

端数は，切り捨てます。

また，特別高圧予備電力の再生可能エネルギー発電促進賦課金は，常

時供給分の再生可能エネルギー発電促進賦課金とあわせて算定いたしま

す。

ロ　お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第17条第１項の規

定により認定を受けた場合で，お客さまから当社にその旨を申し出てい

ただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は，次のとおりとい

たします。

イ　ロおよびハの場合を除き，お客さまからの申出の直後の 4月の検針

日から翌年の 4月の検針日（お客さまの事業所が再生可能エネルギー

特別措置法第17条第 5項または第 6項の規定により認定を取り消され

た場合は，その直後の検針日といたします。）の前日までの期間に当

該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金

は，イにかかわらず，イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金
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として算定された金額から，当該金額に再生可能エネルギー特別措置

法第17条第 3項に規定する政令で定める割合として電気事業者による

再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割

合を乗じてえた金額（以下「減免額」といいます。）を差し引いたも

のといたします。

なお，減免額の単位は， 1円とし，その端数は，切り捨てます。

ロ　記録型計量器により計量する場合で，当社があらかじめお客さまに

計量日をお知らせしたときは，ハの場合を除き，イに準ずるものとい

たします。この場合，イにいう検針日は，計量日といたします。

ハ　検針日が毎月初日のお客さまについては，イに準ずるものといたし

ます。この場合，イにいう 4月の検針日は，5月 1日といたします。

3　燃 料 費 調 整

⑴　燃料費調整額の算定

イ　平均燃料価格

原油換算値 1キロリットル当たりの平均燃料価格は，貿易統計の輸入

品の数量および価額の値にもとづき，次の算式によって算定された値と

いたします。

なお，平均燃料価格は，100円単位とし，100円未満の端数は，10円の

位で四捨五入いたします。

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ

Ａ＝各平均燃料価格算定期間における 1キロリットル当たりの平均

原油価格

Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における 1トン当たりの平均液化天然

ガス価格

Ｃ＝各平均燃料価格算定期間における 1トン当たりの平均石炭価格

α＝0.1970

β＝0.4435

γ＝0.2512
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なお，各平均燃料価格算定期間における 1キロリットル当たりの平均

原油価格， 1トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1トン当たりの

平均石炭価格の単位は， 1円とし，その端数は，小数点以下第 1位で四

捨五入いたします。

ロ　燃料費調整単価

燃料費調整単価は，各契約種別ごとに次の算式によって算定された値

といたします。

なお，燃料費調整単価の単位は， 1銭とし，その端数は，小数点以下

第 1位で四捨五入いたします。

イ　 1キロリットル当たりの平均燃料価格が44,200円を下回る場合

ロ　 1キロリットル当たりの平均燃料価格が44,200円を上回る場合

ハ　燃料費調整単価の適用

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調

整単価は，その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期

間に使用される電気に適用いたします。

イ　各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は，ロ

およびハの場合を除き，次のとおりといたします。

燃 料 費
調整単価＝（44,200円－平均燃料価格）×

⑵の基準単価──────1,000

燃 料 費
調整単価＝（平均燃料価格－44,200円）×

⑵の基準単価──────1,000
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ロ　記録型計量器により計量する場合で，当社があらかじめお客さまに

計量日をお知らせしたときは，ハの場合を除き，各平均燃料価格算定

期間に対応する燃料費調整単価適用期間は，イに準ずるものといたし

ます。この場合，イにいう検針日は，計量日といたします。

ハ　検針日が毎月初日のお客さまについては，各平均燃料価格算定期間

に対応する燃料費調整単価適用期間は，イに準ずるものといたします。

この場合，イにいう各月の検針日は，その月の翌月の初日といたしま

す。

ニ　燃料費調整額

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間

毎年 1 月 1 日から 3 月31日
までの期間

その年の 5月の検針日から 6月の
検針日の前日までの期間

毎年 2 月 1 日から 4 月30日
までの期間

その年の 6月の検針日から 7月の
検針日の前日までの期間

毎年 3 月 1 日から 5 月31日
までの期間

その年の 7月の検針日から 8月の
検針日の前日までの期間

毎年 4 月 1 日から 6 月30日
までの期間

その年の 8月の検針日から 9月の
検針日の前日までの期間

毎年 5 月 1 日から 7 月31日
までの期間

その年の 9 月の検針日から10月の
検針日の前日までの期間

毎年 6 月 1 日から 8 月31日
までの期間

その年の10月の検針日から11月の
検針日の前日までの期間

毎年 7 月 1 日から 9 月30日
までの期間

その年の11月の検針日から12月の
検針日の前日までの期間

毎年 8 月 1 日から10月31日
までの期間

その年の12月の検針日から翌年の
1 月の検針日の前日までの期間

毎年 9 月 1 日から11月30日
までの期間

翌年の 1 月の検針日から 2 月の
検針日の前日までの期間

毎年10月 1 日から12月31日
までの期間

翌年の 2 月の検針日から 3 月の
検針日の前日までの期間

毎年11月 1 日から翌年の 1
月31日までの期間

翌年の 3 月の検針日から 4 月の
検針日の前日までの期間

毎年12月 1 日から翌年の 2
月28日までの期間（翌年が
閏年となる場合は，翌年の
2 月29日までの期間）

翌年の 4 月の検針日から 5 月の
検針日の前日までの期間
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燃料費調整額は，その 1月の使用電力量にロによって算定された燃料

費調整単価を適用して算定いたします。

⑵　基 準 単 価

基準単価は，平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし，次のとお

りといたします。

⑶　燃料費調整単価等の掲示

当社は，⑴イの各平均燃料価格算定期間における 1キロリットル当たり

の平均原油価格， 1トン当たりの平均液化天然ガス価格， 1トン当たりの

平均石炭価格および⑴ロによって算定された燃料費調整単価を当社の事務

所に掲示いたします。

4　平均力率の算定

⑴　平均力率は，次の算式によって算定された値といたします。ただし，有

効電力量の値が零となる場合の平均力率は，85パーセントとみなします。

⑵　有効電力量および無効電力量の計量については， 25（使用電力量等の

計量）⑴，⑶，⑸，⑺イおよび⑻に準ずるものといたします。ただし，有

効電力量または無効電力量は，25（使用電力量等の計量）⑸にかかわらず，

当分の間，やむをえない場合には，供給電圧と異なった電圧で計量いたし

ます。この場合，有効電力量または無効電力量は，計量された有効電力量

または無効電力量を，供給電圧と同位にするために原則として 3パーセン

トの損失率によって修正したものといたします。

5　使用電力量等の協定

使用電力量または最大需要電力を協議によって定める場合の基準は，次に

よります。

1 キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き 21銭 7厘

平均力率（パーセント）＝
有 効 電 力 量──────────────√‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾  （有効電力量）2＋（無効電力量）2

×100
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⑴　使用電力量の協定

原則として次のいずれかの値といたします。

イ　過去の使用電力量による場合

次のいずれかによって算定いたします。ただし，協定の対象となる期

間または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力の変

更があった場合は，料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契

約電力を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。

イ　前月または前年同月の使用電力量による場合

ロ　前 3月間の使用電力量による場合

ロ　使用された負荷設備の容量と使用時間による場合

使用された負荷設備の容量（入力）にそれぞれの使用時間を乗じてえ

た値を合計した値といたします。

ハ　取替後の計量器によって計量された期間の日数が10日以上である場合

で，取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき。

ニ　参考のために取り付けた計量器の計量による場合

参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といた

します。

なお，この場合の計量器の取付けは，56（計量器等の取付け）に準ず

るものといたします。

ホ　公差をこえる誤差により修正する場合

前 3月間の使用電力量───────────────前 3月間の料金の算定期間の日数×
協定の対象と
なる期間の日数

取替後の計量器によって計量された使用電力量─────────────────────取替後の計量器によって計量された期間の日数×
協定の対象と
なる期間の日数

計量電力量─────────────100パーセント＋（±誤差率）

前月または前年同月の使用電力量────────────────────前月または前年同月の料金の算定期間の日数×
協定の対象と
なる期間の日数
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なお，公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は，次の月以

降の使用電力量を対象として協定いたします。

イ　お客さまの申出により測定したときは，申出の日の属する月

ロ　当社が発見して測定したときは，発見の日の属する月

⑵　最大需要電力の協定

⑴に準ずるものといたします。

6　日割計算の基本算式

⑴　日割計算の基本算式は，次のとおりといたします。

イ　基本料金を日割りする場合

ただし，26（料金の算定）⑴ハまたはニに該当する場合は，

といたします。

ロ　日割計算に応じて電力量料金を算定する場合

イ　26（料金の算定）⑴イ，ハまたはニの場合

料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。

ロ　26（料金の算定）⑴ロの場合

料金の算定期間の使用電力量を，料金に変更のあった日の前後の期

間の日数にそれぞれの契約電力を乗じた値の比率により区分して算定

いたします。また，特別高圧電力Ａ，特別高圧電力Ｂ，特別高圧臨時

電力および特別高圧農事用電力のお客さまにおいて，料金の算定期間

に夏季およびその他季がともに含まれる場合は，料金の計算上区分す

べき期間の日数に契約電力を乗じた値の比率によりあん分してえた値

により算定いたします。ただし，計量値を確認する場合は，その値に

よります。

ハ　日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金を算定する場合

日割計算対象日数────────検針期間の日数 は，日割計算対象日数────────暦　日　数

1月の該当料金×日割計算対象日数────────検針期間の日数
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イ　26（料金の算定）⑴イ，ハまたはニの場合

料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。

ロ　26（料金の算定）⑴ロの場合

料金の算定期間の使用電力量を，料金に変更のあった日の前後の期

間の日数にそれぞれの契約電力を乗じた値の比率により区分して算定

いたします。ただし，計量値を確認する場合は，その値によります。

⑵　電気の供給を開始し，または需給契約が消滅した場合の⑴イにいう検針

期間の日数は，次のとおりといたします。

イ　電気の供給を開始した場合

検針日を定める基準となる毎月一定の日に対応する開始日の直前の応

当日から，需給開始の直後の検針日の前日までの日数といたします。

ロ　需給契約が消滅した場合

消滅日の直前の検針日から，当社が次回の検針日としてお客さまにあ

らかじめお知らせした日の前日までの日数といたします。

⑶　24（料金の算定期間）⑵の場合は，⑴イにいう検針期間の日数は，計量

期間の日数といたします。ただし，電気の供給を開始し，または需給契約

が消滅した場合の⑴イにいう検針期間の日数は，⑵に準ずるものといたし

ます。この場合，⑵にいう検針日は，計量日といたします。

⑷　電気の供給を開始し，または需給契約が消滅した場合の⑴イにいう暦日

数は，次のとおりといたします。

イ　電気の供給を開始した場合

検針日を定める基準となる毎月一定の日に対応する開始日の直前の応

当日の属する月の日数といたします。

ロ　需給契約が消滅した場合

消滅日の直前の検針日の属する月の日数といたします。

⑸　供給停止期間中の料金の日割計算を行なう場合は，⑴イの日割計算対象

日数は，停止期間中の日数といたします。この場合，停止期間中の日数に

は，電気の供給を停止した日を含み，電気の供給を再開した日は含みませ

ん。また，停止日に電気の供給を再開する場合は，その日は停止期間中の
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日数には含みません。

7　スポットネットワーク方式の工事費の算式

58（一般供給設備の工事費負担金）⑴イハの工事費の算定は，次の算式に

よります。

この場合，工事費相当額は，次のとおりといたします。

8　標 準 設 計

⑴　特別高圧電線路

イ　電圧降下の許容限度

電線路の電圧降下の許容限度は，次のとおりといたします。

なお，この場合の電線路は，需給地点から需給地点に最も近い発電所

または変電所の引出口までといたします。

ロ　電線路の経路

電線路の経路は，技術上支障のない範囲で電線路が最も経済的に施設

できるよう選定いたします。

ハ　電線路の種類

電線路の種類は，架空電線路といたします。ただし，架空電線路の施

設が法令上認められない場合，または技術上，経済上もしくは地域的な

事情により著しく困難な場合には，その他の方法によります。

ニ　架 空 電 線 路

イ　電線路の施設方法

公 称 電 圧 22,000ボルト 66,000ボルト 154,000ボルト

電圧降下の許容限度 2,000ボルト 6,000ボルト 14,000ボルト

工事費相当額×工事こう長
1

×──×
100

新増加契約電力
───────
利用回線数－１

58（一般供給設備の
工事費負担金）⑴
イロの工事費単価

×｛100パーセント＋20パーセント×（利用回線数－ 1 ）｝
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電線路は，単独の電線路の新設，他の電線路との併架，電線の張替

等のうち，技術上支障のない範囲で最も経済的な方法により施設いた

します。

なお，他の電線路との併架により施設する場合には，上部に電圧の

高いものを施設いたします。

ロ　支持物の種類

電線路の支持物は，鉄塔といたします。ただし，公称電圧22,000ボ

ルトの場合で，当社が技術上，経済上適当と認めたときには，電線路

の支持物は，電柱とすることがあります。この場合には，工場打ち鉄

筋コンクリート柱を使用いたします。

ハ　径　　　　　間
ａ　支持物を鉄塔とする場合

径間は，原則として250メートル以上，350メートル以下といたし

ます。

ｂ　支持物を電柱とする場合

径間は，原則として40メートルといたします。

ニ　がいしの種類および連結個数

ａ　がいしは，直径250ミリメートルの懸垂がいし（以下「懸垂がいし」

といいます。）または長幹がいしといたします。

ｂ　懸垂がいしの連結個数は，次によります。ただし，煙じん汚損が

著しい地域等に施設する場合には，その個数に 1個または 2個を加

えることがあります。

ｃ　長幹がいしとする場合は，ｂに準ずるものといたします。

ホ　電線の種類および太さ

塩分付着量
（ミリグラム/平方センチメートル） 0.01以下

0.01超過
0.03以下

0.03超過
0.06以下

0.06超過
0.12以下

0.12超過
0.25以下

0.25超過

公称

電圧

22,000ボルト 3 3 3 3 3 3以上

66,000ボルト 5 6 7 8 9 10以上

154,000ボルト 11 14 16 18 21 22以上
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ａ　支持物を鉄塔とする場合

電線は，鋼心アルミより線といたします。ただし，機械的強度上

とくに必要のある場合，腐食のおそれがある場合等特別の事情があ

る場合には，これ以外のものとすることがあります。

なお，鋼心アルミより線の太さは，許容電流，電圧降下，短絡容

量，機械的強度等に応じて次の中から選定いたします。ただし，他

の電線路との併架により施設する場合には，その電線路に既に施設

されている電線と同じ太さのものとすることがあります。

ｂ　支持物を電柱とする場合

電線は，架空ケーブルといたします。

なお，その太さは，許容電流，電圧降下，短絡容量，機械的強度

等に応じて次の中から選定いたします。

⒜　架空ケーブル（CVT-SS）の場合

⒝　架空ケーブル（HCVT-SS）の場合

ヘ　電 線 の 間 隔

電線の間隔は，技術上支障のない範囲で電線が最も経済的に施設で

きるよう決定いたします。

公 称 断 面 積 許 　 容 　 電 　 流

100平方ミリメートル 275アンペア

公 称 断 面 積 許 　 容 　 電 　 流

200平方ミリメートル 475アンペア

公 称 断 面 積 許 　 容 　 電 　 流

160平方ミリメートル 484アンペア

240平方ミリメートル 635アンペア

410平方ミリメートル 873アンペア

610平方ミリメートル 1,088アンペア
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ト　電線の地表上の高さ

電線の地表上の高さは，次によります。ただし，支持物に電柱を使

用する場合には，電線の地表上の高さは， 6メートルといたします。

チ　耐雷設備の施設

ａ　公称電圧66,000ボルトおよび154,000ボルトの電線路の場合

電線路には， 1条または 2条の架空地線その他必要となる耐雷設

備を施設いたします。この場合の架空地線の種類および太さは，ア

ルミ被鋼線70平方ミリメートルといたします。ただし，機械的強度

上，電磁誘導障害対策上必要のある場合，腐食のおそれがある場合

等特別の事情がある場合には，これ以外のものを使用することがあ

ります。

ｂ　公称電圧22,000ボルトの電線路の場合

電線路には，避雷器，架空地線その他の技術上，経済上合理的な

耐雷設備を施設いたします。

リ　そ 　 の 　 他

ａ　搬送波が重畳されている電線路から他の電線路を分岐する場合

は，搬送波を阻止するための装置を施設いたします。

ｂ　支持物に電柱を使用する場合で，電線路の保守上，系統運用上必

要なときには，開閉器を施設いたします。

ホ　地 中 電 線 路

イ　電線路の施設方法

電線路は，管路式または暗きょ式のうち，技術上支障のない範囲で

いずれか経済的な方法により施設いたします。

公称電圧
区　　分

22,000
ボルト

66,000
ボルト

154,000
ボルト

山林等で人が容易に立ち入らない地域 9メートル 9メートル 10メートル

一般的な地域 13メートル 13メートル 14メートル

建造物の過密化および高層化が進展して
いる地域，またはそれが予想される地域 15メートル 15メートル 16メートル
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ロ　ケーブルの種類および太さ

ケーブルは，許容電流，電圧降下，短絡容量，施設方法等に応じて

次の中から選定いたします。

なお，ケーブルの許容電流は，日本電線工業会規格（JCS 0168-1：

2004，JCS 0501：2008）の算定方法に施設条件を考慮して算定いた

します。

⑵　変 電 設 備

イ　結 線 方 式

電線路の引出口設備の結線方式は，次のとおりといたします。

公称電圧
条　件 22,000ボルト 66,000ボルト 154,000ボルト

種 類

架橋ポリエチ
レンケーブル
（CVケーブル）

架橋ポリエチ
レンケーブル
（CVケーブル）

OFケーブル
架橋ポリエチ
レンケーブル
（CVケーブル）

OFケーブル

トリプレ
ックス型 単心 トリプレ

ックス型 単心 3 心 単心 トリプレ
ックス型 単心 単心

線 心 数 3 1 3 1 3 1 3 1 1

公称断面積

（平方ミリメートル）

60 600 80 600 80 400 200 200 200
100 800 100 800 100 600 400 400 400
150 1,000 150 1,000 150 800 600 600 600
200 1,200 200 1,200 200 800 800 800
250 250 1,400 250 1,000 1,000 1,000
325 325 1,600 325 1,200 1,200
400 400 400 1,400 1,400
500 500

600
800
1,000
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ロ　しゃ断器の選定

しゃ断器は，系統電圧に応じた最大負荷電流および現に構成され，ま

たは今後10年のうちに構成されることが予想されている系統について計

算した短絡容量を基準として，最小のものといたします。

ハ　断路器の選定

断路器は，系統電圧に応じた最大負荷電流を基準として，最小のもの

といたします。

ニ　変流器の選定

変流器は，系統電圧に応じた最大負荷電流および事故電流を基準とし

て，最小のものといたします。

ホ　配電盤に取り付ける装置

配電盤には，電流計，電力計，電圧計，しゃ断器操作用ハンドルその

他運転に必要な装置を取り付けます。

ヘ　保護装置の施設

電線路には，短絡または地絡を生じた場合に自動的に電路をしゃ断す

るための適切な保護装置を施設いたします。

　⑶　通 信 設 備

イ　電力保安通信用電話設備の施設方法

…断路器

…しゃ断器

…計器用変流器

3 3

3

単母線の場合 2重母線の場合
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電力保安通信用電話設備は，架空電話線または地中電話線のうち，技

術上支障のない範囲でいずれか経済的な方法によります。

イ　架空電話線の種類および施設方法

架空電話線は，直径0.9ミリメートル 5対の通信ケーブルまたは光

ファイバーケーブル（ 4心）とし，電柱への添架により施設いたしま

す。

ロ　地中電話線の種類および施設方法

地中電話線は，直径0.9ミリメートル 5対の通信ケーブルまたは光

ファイバーケーブル（ 4心）といたします。

なお，この場合の施設方法は，⑴ホイの施設方法に準ずるものと

いたします。

ハ　保安装置の施設

電力保安通信用電話設備には，適切な保安装置を施設いたします。

ロ　電線路保護装置用通信設備の施設

電線路保護装置用通信設備を施設する場合は，イイまたはロに準ず

るものといたします。

⑷　そ 　 の 　 他

この標準設計に定めのない場合は，技術基準その他の関係法令等にもと

づき技術上適当と認められる設計によります。この場合には，その設計を

標準設計といたします。
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